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1.地域社会の住生活の満足度をより高める。

2.資産家の収益の最大化を計り、資産価値をより高める。

3.従業員の物心両面の幸せをより高める。

1.顧客に感動を与える、より高付加価値サービスの提供。

2.顧客へのさらなる満足の提供の為に、経営者及び従業員一同心を高め常に自らを磨く事に努める。

3.常に感謝の気持ちを忘れず利他の心を持ち続け世の為人の為に誠実に行動する。

経営理念 経営方針（中期経営ビジョン）
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売却準備はできていますか？
～ スムーズに売却しやすくするポイント～
こんにちは、ＰＭ事業部の菅原和江です。
オーナー様の多くは相続税納税用地として、 駐車場や更地 ・空家を準備されていると思わ
れます。 相続税は、 相続が発生してから１０ヶ月以内に納めなければいけないため、 短期
間で売却する必要があります。 今回は、 いざという時に資産をスムーズに売却しやすくする
ポイントを解説します。
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ポイント① 不動産会社に相談

冒頭でお伝えしました相続税の納付期限の 10 ヶ月を超えると平成 28 年分の延滞税は 2.8％冒頭でお伝えしました相続税の納付期限の 10 ヶ月を超えると平成 28 年分の延滞税は 2.8％

となり更に 2 ヶ月延滞すると 9.1％となります。延滞する理由として、相続人同士の意見がとなり更に 2 ヶ月延滞すると 9.1％となります。延滞する理由として、相続人同士の意見が

合わないことが多い為、遺言書をきちんと作成しておくことも検討しましょう。合わないことが多い為、遺言書をきちんと作成しておくことも検討しましょう。

来年１月１２日に開催する第３８回賃貸住宅セミナーにおいて、講師として税理士の先生を来年１月１２日に開催する第３８回賃貸住宅セミナーにおいて、講師として税理士の先生を

　　　お招きしますので、ご来場の上お気軽にご相談いただければと思います。　　　お招きしますので、ご来場の上お気軽にご相談いただければと思います。

不動産
の

ミニ知識

不動産の価格は経済状況によって価格が変動するため、いざという時に売却できなかったり、
納税資金が足りなくなる可能性があります。相場と需要は定期的に確認しておきましょう。
相場を調べるのによく使用される方法として
　・取引事例から調べる。
　・売却査定を活用する。
　・実際に今出ている売り物件から調べる。
　・公示価格・基準地価なども参考になります。
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健康第一

児童養護施設への訪問

妖怪ウォッチは大人も楽しい

ポイント② 境界確定を行い測量図を作成

近年の不動産取引において、売主が土地を測量し境界を確定させることにより、より確実に
高価で売却を行うことができます。境界確定は通常 3 ～ 4 ヵ月の期間を要します。
また、近隣トラブルがあると境界確定の承諾が得られず、場合によっては売却できないこと
もありますので早めに専門家に相談しましょう。

ポイント③ 地質調査 ・ 土壌汚染調査の実施

平成 22 年 1 月の名古屋高裁の判例によると、建物建築に適さない土地の購入者が売主に対
して地盤改良工事代等を請求し勝訴しました。また、土壌汚染を理由に不動産売買契約の取
消しを求められたケースもあります。

ポイント④ 共有名義の解消

不動産を売却する際、共有名義の場合、所有者全員の承諾が必要となります。
手続きに時間が必要になる場合がありますので、お早めに対応を検討しましょう。
　①他の共有者と持分の売買
　②土地であれば、持分に応じて分筆
　③売却し、持分割合に応じて現金で分ける

ポイント①～④いずれにおいても
当社にご相談いただければ専門家
を交えたご対応が可能です。


